
一般社団法人長崎県言語聴覚士会 地域活動局（長崎地区） 主催
コミュニケーション障がい者の集い

第3回あじさい会のお知らせ

令和7年11月22日（土）

10：30～11：30（受付１０時）

長崎市民会館

中央公民館7階 第一研修室

（住所：長崎市魚の町5－1）

無料

・自己紹介

・体や口の体操

・言葉や言葉以外のコミュニケーション手段

を使ったレクリエーションなど

長崎県言語聴覚士会 地域活動局（長崎地区）代表 矢野 陽子

TEL０９５‐８１８‐２２１２（一般社団法人是真会 通所リハビリテーション銀屋通り）

11月14日（金）までにお申し込み下さい。

あじさい会は、失語症などのコミュニケーション障がいの方とその家族、
言語聴覚士の集まりです。また今年度からは失語症者向け意思疎通支援者
も仲間入りします。
あじさい会は、他者との交流機会を増やすことや仲間づくりを目的とし

ています。
少しでも興味をお持ちの方は、お気軽にご参加いただければ幸いです。
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一般社団法人長崎県言語聴覚士会 地域活動局（長崎地区） 主催
コミュニケーション障がい者の集い

R７年度あじさい会予定
開催日時 会場

第１回
7月26日（土）

10時30分～11時3０分（受付10時）
長崎市民会館

第２回
 9月27日（土）

10時30分～11時30分（受付10時）
もりまちハートセンター

第３回
11月22日（土）

10時30分～11時30分（受付10時）
長崎市民会館

第４回
1月24日（土）

10時30分～11時30分（受付10時）
未定

※詳細情報の案内は、毎回開催の約１ヶ月前にご案内いたします。

失語症者向け意思疎通支援者とは？
失語症のある人とお相手との会話を支援（通訳）する役割を担います。
支援者は会合や買い物等の、日常生活での外出において、失語症のある人が意思疎通
に不便を感じないように支援方法を養成研修で学んでいます。
＊研修は、厚生労働省・日本言語聴覚士協会が作成したカリキュラム・テキストを使用し、
長崎県言語聴覚士会が実施しています。

＜留意点＞

・ご家族の同伴も可能です。

・送迎はありませんのでご注意ください。

・感染予防のため、マスクの着用、手指消毒にご協力ください。

・発熱など、体調のすぐれない方は、参加をご遠慮くださいますようお願いいたします。
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